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１ 改定事項と概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本報酬の見直し 

以下のとおり、基本報酬の見直しを行う。 
 

 

 

（指定訪問看護ステーションの場合） 

20 分未満             318 単位        310 単位  

30 分未満             474 単位        463 単位 

30 分以上1 時間未満        834 単位        814 単位 

1 時間以上 1 時間 30 分未満  1,144 単位       1,117 単位  

 

 

 

（１） 中重度の要介護者の在宅生活を支える訪問看護体制の評価 

【概要】 

・在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化す

る観点から、充実したサービス提供体制の事業所に対する評価を行う。 

 

 

 

看護体制強化加算（新規）  ⇒ 300 単位／月 

 

 

点数の新旧 

点数の新旧 
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※ 算定要件 

○次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

①  算定日が属する月の前３月において、指定訪問看護事業所における利用者の 

総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が１００分の 

５０以上であること。 

②  算定日が属する月の前３月において、指定訪問看護事業所における利用者の

総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が１００分の３０

以上であること。 

③ 算定日が属する月の前１２月において、指定訪問看護事業所におけるターミ 

ナルケア加算を算定した利用者が１名以上であること（介護予防を除く）。 

 

 

 

（２） 病院・診療所からの訪問看護の充実 

【概要】 

・医療機関の患者の在宅復帰の促進、在宅における要介護者の重度化も含めた訪

問看護のニーズは更に高まることが想定されることから、将来的な訪問看護従事

者の増員を図るべく、病院又は診療所からの訪問看護供給量の拡大を促し、同時

に病院看護職に対するOJT（訪問看護への従事）による訪問看護職の育成を推進

するため、病院又は診療所からの訪問看護について、基本報酬を増額する。 

 

 
 

（病院又は診療所の場合） 

20 分未満                     256 単位                 262 単位 

30 分未満                     383 単位         392 単位 

30 分以上1 時間未満           553 単位         567 単位 

1 時間以上1 時間30 分未満     815 単位         835 単位 

 

 

 

（３）訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直し 

【概要】 

・訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士による

訪問看護の一環としての訪問と、訪問リハビリテーション事業所からの訪問リハ 

ビリテーションについて類似した実態にあることから評価の見直しを行う。 

 

 

 

点数の新旧 
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の場合 
 

（１回につき）             （１回につき） 
318 単位／回               302 単位／回 

  

（１日に２回を超えて実施する場合）      （１日に２回を超えて実施する場合） 

    ×90％                     ×90％（現行どおり）  

 
 

 

※参考「訪問看護ステーションにおけるリハビリテーションの見直しについて」 

 

 

訪問看護費 
（指定訪問看護ステーションの場合） 

看護職員による訪問の場合 

（所要時間 20 分未満の場合） 

（改定前）318 単位 

⇒（改定後）310 単位 

理学療法士等による訪問の場合 

（1 回につき） 

（改定前）318 単位 

⇒（改定後）302 単位 

 

訪問リハビリテーション費 
訪問リハビリテーション費 

（1 回につき） 

（改定前）307 単位 

⇒（改定後）302 単位 

 

 

 

（４）集合住宅に居住する利用者へのサービス提供（訪問系サービスにおける評価の

見直し） 

訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテ 

ーションについて、以下の場合の評価を見直す。 

（ア）事業所の所在する建物と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物（養護老人ホ

ーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）

若しくは事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合は、当該建物に居

住する人数に関わらず、当該利用者に対する報酬を減算する。 

（イ）上記以外の建物（建物の定義は同上）に居住する利用者を訪問する場合は、

当該建物に居住する利用者が一定数以上であるものについて、新たに減算する。 

 

※ 算定要件等 

○  集合住宅の居住者にサービス提供する場合に減算対象となる利用者は以下の

とおりとする。 

・  事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（養護老人ホーム、  

軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）若し

くは事業所と同一建物に居住する者 

・ 上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）に居住する者（当該建物 

に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

 

点数の新旧 
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≪ 報酬のイメージ ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※加算・減算は主なものを記載 



 

２ 運営基準の改正 

リハビリテーションの基本理念に係る規定、訪問リハビリテーション及び通所リ

ハビリテーションを同一事業者が提供する場合の運営の効率化に係る規定並びに

リハビリテーションを提供する事業者に係る運営基準を以下のとおり改正する。 

 

○ リハビリテーションは「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向

上を図るものでなければならないことについて、訪問・通所リハビリテーションに

関する基本方針に規定する（訪問看護、通所介護、認知症対応型通所介護も同様）。 

（居宅基準第 75 条及び第 110 条等関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 参考 】 

 

 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号） 

                                  下線部変更箇所 

                                  介護予防省略 

（基本方針） 

第５９条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）の事業は、 

要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する 

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の

維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

必要となる人員・設備等 
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